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主
な
任
務
及
び
所
掌
事
務

（1）
任
務

厚
生
労
働
省
は
、「
国
民
生
活
の
保

障
・
向
上
」
を
図
る
と
と
も
に
、「
経

済
の
発
展
」
に
寄
与
す
る
た
め
、

①
社
会
福
祉
・
社
会
保
障
・
公
衆
衛
生

の
向
上
・
増
進

②
働
く
環
境
の
整
備
・
職
業
の
安
定
・

人
材
の
育
成

を
総
合
的
・
一
体
的
に
推
進
す
る
こ
と

を
主
な
任
務
と
し
て
い
ま
す
。

（2）
所
掌
事
務

国
民
生
活
に
密
着
し
た
行
政
分
野
を

担
当
す
る
厚
生
労
働
省
の
所
掌
事
務

は
、広
範
か
つ
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、

そ
の
主
な
も
の
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

①
明
日
の
医
療
を
考
え
る

近
年
の
高
齢
化
、疾
病
構
造
の
変
化
、

医
療
の
質
を
求
め
る
国
民
の
声
の
高
ま

り
な
ど
に
こ
た
え
、
二
十
一
世
紀
に
お

け
る
良
質
で
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制

の
実
現
に
向
け
た
政
策
の
企
画
立
案
を

行
い
ま
す
。

②
疾
病
の
克
服
と
健
康
の
増
進
を
目
指
す

保
健
所
等
を
通
じ
た
地
域
保
健
の
向

上
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
エ
イ
ズ
、
結
核

な
ど
の
感
染
症
や
糖
尿
病
、
が
ん
な
ど

の
生
活
習
慣
病
の
対
策
を
講
じ
る
と
と

も
に
、
適
正
な
臓
器
移
植
の
推
進
を
図

り
、
国
民
一
人
一
人
の
健
康
の
向
上
に

取
り
組
み
ま
す
。
ま
た
、
理
・
美
容
店

な
ど
の
生
活
衛
生
関
係
営
業
の
振
興

策
、
シ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
対
策
の
ほ
か
、
水

道
の
整
備
な
ど
を
担
い
、
快
適
な
生
活

環
境
の
確
保
に
も
取
り
組
み
ま
す
。

③
政
策
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

全
国
の
国
立
病
院
、
国
立
療
養
所
及

び
国
立
高
度
専
門
医
療
セ
ン
タ
ー
の
運

営
を
担
当
し
、
国
民
の
医
療
の
向
上
に

貢
献
し
ま
す
。

④
医
薬
品
と
医
療
の
安
全
を
求
め
て

医
薬
品
・
医
薬
部
外
品
・
化
粧
品
・

医
療
用
具
の
有
効
性
・
安
全
性
の
確
保

対
策
や
医
療
施
設
に
お
け
る
安
全
対
策

の
ほ
か
、
血
液
事
業
、
麻
薬
・
覚
せ
い

剤
対
策
な
ど
、
国
民
の
生
命
・
健
康
に

直
結
す
る
諸
問
題
を
担
い
ま
す
。

⑤
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す
る

食
中
毒
の
防
止
に
万
全
を
期
す
る
と

と
も
に
、
食
品
に
関
す
る
各
種
基
準
の

策
定
に
取
り
組
む
な
ど
、
私
た
ち
が
毎

日
口
に
す
る
食
品
の
安
全
性
を
確
保
す

る
と
い
う
重
要
な
施
策
を
行
い
ま
す
。

⑥
意
欲
に
あ
ふ
れ
、
健
康
で
安
心
し
て

働
け
る
環
境
づ
く
り

労
働
時
間
の
短
縮
や
最
低
賃
金
の
決

定
を
は
じ
め
と
し
た
労
働
条
件
の
確

保
・
改
善
な
ど
の
諸
対
策
を
進
め
ま
す
。

⑦
健
康
で
安
心
し
て
働
け
る
職
場
の
実

現各
種
の
労
働
災
害
防
止
対
策
や
労
働

者
の
健
康
確
保
対
策
を
積
極
的
に
展
開

し
、
働
く
人
々
の
安
全
と
健
康
の
確
保

に
取
り
組
み
ま
す
。

⑧
的
確
な
労
災
補
償
の
実
施

不
幸
に
し
て
労
働
災
害
に
遭
わ
れ
た

方
や
そ
の
遺
族
に
対
し
て
、
労
災
保
険

に
よ
る
迅
速
か
つ
的
確
な
保
険
給
付
に

努
め
ま
す
。
ま
た
、
被
災
労
働
者
の
早

期
社
会
復
帰
対
策
、
重
度
被
災
労
働
者

に
対
す
る
介
護
施
策
な
ど
を
総
合
的
に

推
進
し
ま
す
。

⑨
勤
労
者
が
ゆ
と
り
と
豊
か
さ
を
真
に

実
感
で
き
る
社
会
を
目
指
し
て

ゆ
と
り
、
安
心
、
活
力
あ
る
勤
労
者

生
活
が
実
現
で
き
る
よ
う
、
勤
労
者
財

産
形
成
促
進
制
度
の
普
及
や
自
由
時
間

充
実
対
策
、
テ
レ
ワ
ー
ク
普
及
事
業
な

ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
中
小
企
業
で

働
く
人
た
ち
が
安
心
し
て
働
け
る
よ

う
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
の
普

及
や
中
小
企
業
勤
労
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
推
進
な
ど
、
様
々
な
施
策
を
行

い
ま
す
。

⑩
雇
用
の
創
出
・
安
定
を
図
り
、
雇
用

不
安
を
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

す
る
た
め
の
雇
用
対
策

の
推
進

現
下
の
厳
し
い
雇
用
情
勢
の
中
で
、

雇
用
の
安
定
や
再
就
職
の
促
進
に
全
力
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で
取
り
組
む
ほ
か
、
経
済
・
産
業
構
造

の
転
換
に
的
確
に
対
応
し
て
、
新
規
・

成
長
分
野
を
中
心
と
し
た
雇
用
機
会
の

創
出
、
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
解
消
な

ど
を
重
点
と
し
た
雇
用
対
策
を
積
極
的

に
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
雇

用
不
安
を
払
拭
し
、
希
望
と
活
力
に
あ

ふ
れ
た
経
済
社
会
を
つ
く
り
だ
す
こ
と

を
目
指
し
ま
す
。

⑪
だ
れ
も
が
安
心
し
て
働
く
こ
と
が
で

き
る
社
会
づ
く
り
の
た
め
の
施
策
の

充
実
強
化

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
エ
イ
ジ
ン
グ
の
観
点

に
立
ち
、
高
齢
者
雇
用
対
策
を
総
合
的

に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
雇

用
の
促
進
・
安
定
の
た
め
の
施
策
を
展

開
し
ま
す
。

⑫
次
代
を
担
う
人
材
の
育
成
に
向
け
て

情
報
化
や
技
術
革
新
の
進
展
、
国
際

競
争
の
激
化
な
ど
に
よ
る
産
業
構
造
の

急
激
な
変
化
の
中
で
、
我
が
国
が
活
力

あ
る
豊
か
な
社
会
を
築
い
て
い
く
た

め
、
次
の
時
代
を
担
う
高
度
で
創
造
的

な
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

⑬
雇
用
均
等
・
子
育
て
支
援
対
策
の
総

合
的
展
開

雇
用
の
分
野
に
お
け
る
男
女
の
均
等

な
機
会
と
待
遇
の
確
保
対
策
、
職
業
生

活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
支
援
対
策
、

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
対
策
、
家
内
労
働

対
策
、
在
宅
ワ
ー
ク
対
策
な
ど
、
雇
用

の
場
を
は
じ
め
家
庭
・
地
域
に
男
女
が

共
同
し
て
参
画
で
き
る
社
会
の
実
現
の

た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
展
開
し
ま

す
。
ま
た
、
急
速
に
進
行
す
る
少
子
化

な
ど
に
対
応
し
、
児
童
の
健
全
育
成
、

児
童
手
当
、
母
子
保
健
な
ど
、
子
ど
も

と
家
庭
に
関
す
る
諸
施
策
を
総
合
的
に

推
進
し
ま
す
。

⑭
利
用
者
本
位
の
社
会
福
祉
制
度
を
目

指
し
て

社
会
福
祉
法
人
制
度
、
福
祉
に
関
す

る
事
務
所
、
共
同
募
金
会
、
社
会
福
祉

施
設
の
整
備
や
運
営
、
社
会
福
祉
事
業

に
従
事
す
る
人
材
の
確
保
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
基
盤
整
備
な
ど
、
社
会
福

祉
の
各
分
野
に
共
通
す
る
基
盤
制
度
の

企
画
や
運
営
を
行
う
と
と
も
に
、
生
活

保
護
制
度
の
企
画
や
運
営
、
ホ
ー
ム
レ

ス
対
策
、
消
費
生
活
協
同
組
合
に
対
す

る
指
導
な
ど
、
幅
広
く
社
会
福
祉
の
増

進
の
た
め
の
施
策
を
行
い
ま
す
。ま
た
、

先
の
大
戦
に
よ
る
戦
没
者
の
慰
霊
、
そ

の
遺
族
や
戦
傷
病
者
に
対
す
る
医
療
や

年
金
の
支
給
な
ど
を
行
う
と
と
も
に
、

中
国
残
留
邦
人
の
帰
国
や
定
着
自
立
の

援
護
な
ど
も
行
い
ま
す
。

⑮
障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
を
目
指

し
て

障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
互
い

に
支
え
合
い
、
地
域
で
生
き
生
き
と
明

る
く
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
け
る
社
会
を

目
指
す
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」

の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
自
立
と

社
会
参
加
の
促
進
を
図
り
ま
す
。

⑯
超
高
齢
社
会
へ
の
扉
が
こ
こ
に

我
が
国
で
は
、
二
十
一
世
紀
の
半
ば

に
は
国
民
の
三
人
に
一
人
が
六
十
五
歳

以
上
の
高
齢
者
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
世
界
に
も
例
を
見
な
い

超
高
齢
社
会
を
、
す
べ
て
の
国
民
が
健

や
か
で
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
と
す

る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

⑰
国
民
が
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ

る
よ
う
に

健
康
保
険
、
国
民
健
康
保
険
、
船
員

保
険
や
老
人
医
療
と
い
っ
た
医
療
保
険

制
度
に
関
す
る
企
画
立
案
を
行
い
、
今

後
の
本
格
的
な
少
子
・
高
齢
社
会
に
お

い
て
も
、
す
べ
て
の
国
民
が
安
心
し
て

医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
医
療
保
険

制
度
の
長
期
安
定
に
努
め
ま
す
。

⑱
人
生
八
十
年
時
代
の
屋
台
骨

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
な
ど
の
公
的

年
金
制
度
、
企
業
年
金
な
ど
に
関
す
る

企
画
立
案
を
行
う
ほ
か
、
年
金
積
立
金

の
管
理
運
用
な
ど
を
行
い
、
将
来
に
わ

た
り
安
心
し
て
年
金
を
受
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
安
定
的
な
制
度
の
構
築
を
目

指
し
ま
す
。

⑲
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政
策
の
策

定
・
政
策
評
価

社
会
保
障
政
策
と
労
働
政
策
を
総
合

的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
、
厚

生
労
働
省
の
総
合
的
か
つ
基
本
的
な
政

策
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
政
策
評
価

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
行
政

に
関
す
る
年
次
報
告
書
の
作
成
や
労
働

経
済
に
関
す
る
総
合
的
な
分
析
を
行
う

と
と
も
に
、労
使
関
係
の
安
定
に
努
め
、

人
口
政
策
な
ど
を
的
確
に
実
施
し
ま

す
。

⑳
巨
大
な
社
会
保
険
組
織
を
支
え
る

国
民
年
金
、
厚
生
年
金
保
険
、
政
府

管
掌
健
康
保
険
や
船
員
保
険
の
運
営
実

施
の
実
務
を
担
当
し
ま
す
。

中
央
省
庁
等
改
革
に
お
け
る

組
織
上
の
変
更
点

（1）
大
臣
官
房
の
統
合

厚
生
省
と
労
働
省
の
大
臣
官
房
が
統

時の動き●2001.1
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合
さ
れ
、
新
た
に
人
事
課
、
総
務
課
、

会
計
課
、
国
際
課
、
統
計
情
報
部
な
ど

を
設
置
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
厚
生

労
働
省
全
体
の
総
合
調
整
、
会
計
、
情

報
公
開
、
人
事
、
福
利
厚
生
、
国
際
協

力
、
統
計
調
査
・
行
政
情
報
化
な
ど
に

関
す
る
事
務
な
ど
を
一
体
的
に
行
う
こ

と
と
な
り
ま
す
。

（2）
医
政
局
、
健
康
局
、
医
薬
局

厚
生
労
働
省
の
医
政
局
、
健
康
局
、

医
薬
局
の
三
局
は
、
厚
生
省
の
健
康
政

策
局
、
保
健
医
療
局
、
生
活
衛
生
局
、

医
薬
安
全
局
の
四
局
を
再
編
成
す
る
も

の
で
す
。
医
政
局
は
、
健
康
政
策
局
の

機
能
を
お
お
む
ね
承
継
し
、
医
療
の
普

及
・
向
上
、
医
療
関
係
者
の
確
保
や
資

質
向
上
、
医
薬
品
の
生
産
流
通
の
改
善

や
促
進
な
ど
を
担
い
ま
す
。健
康
局
は
、

保
健
医
療
局
と
生
活
衛
生
局
の
機
能
の

一
部
を
統
合
し
、
健
康
増
進
、
感
染
症

そ
の
他
の
疾
病
対
策
、
生
活
衛
生
関
係

営
業
の
適
正
化
、
水
道
行
政
な
ど
を
担

い
ま
す
。
医
薬
局
は
、
医
薬
安
全
局
で

行
っ
て
き
た
医
薬
品
、
医
療
用
具
な
ど

の
安
全
対
策
と
、
生
活
衛
生
局
で
行
っ

て
き
た
食
品
保
健
、
化
学
物
質
対
策
な

ど
を
一
元
化
し
、
対
物
安
全
対
策
を
担

い
ま
す
。
な
お
、
健
康
局
に
国
立
病
院

部
を
、
医
薬
局
に
食
品
保
健
部
を
設
置

し
ま
す
。

（3）
労
働
基
準
局

労
働
基
準
局
は
、
こ
れ
ま
で
の
労
働

条
件
の
確
保
・
向
上
、
産
業
安
全
、
労

働
衛
生
、労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
、

労
働
者
の
保
護
と
い
っ
た
行
政
に
加
え

て
、
こ
れ
ま
で
労
働
省
の
労
政
局
勤
労

者
福
祉
部
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
勤

労
者
の
財
産
形
成
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
、
労
働
者
の
福
利
厚
生
、
労

働
金
庫
関
係
の
行
政
や
労
働
大
臣
官
房

労
働
保
険
徴
収
課
に
お
い
て
行
わ
れ
て

き
た
労
働
保
険
の
適
用
、
労
働
保
険
料

の
徴
収
に
関
す
る
事
務
も
併
せ
て
担
い

ま
す
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
置
か
れ
て
き

た
安
全
衛
生
部
の
ほ
か
に
、
労
災
補
償

部
、
勤
労
者
生
活
部
を
新
た
に
設
置
し

ま
す
。
ま
た
、
局
内
の
総
合
調
整
を
行

う
課
と
し
て
総
務
課
を
設
置
す
る
な

ど
、
課
室
に
つ
い
て
も
再
編
成
を
行
い

ま
す
。

（4）
職
業
安
定
局
、
職
業
能
力
開
発
局

職
業
安
定
局
と
職
業
能
力
開
発
局
に

お
い
て
は
、
局
内
の
総
合
調
整
を
行
う

課
と
し
て
総
務
課
を
設
置
す
る
な
ど
、

課
室
に
つ
い
て
再
編
成
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ま
で
職
業
安
定
局
に
置
か

れ
て
き
た
高
齢
・
障
害
者
対
策
部
は
、

高
齢
・
障
害
者
雇
用
対
策
部
に
改
称
さ

れ
ま
す
。

（5）
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局

こ
れ
ま
で
労
働
省
女
性
局
に
お
い
て

行
わ
れ
て
き
た
雇
用
分
野
に
お
け
る
男

女
の
均
等
な
機
会
と
待
遇
の
確
保
、
仕

事
と
家
庭
の
両
立
支
援
な
ど
の
女
性
行

政
と
厚
生
省
児
童
家
庭
局
に
お
い
て
行

わ
れ
て
き
た
保
育
制
度
、
母
子
保
健
な

ど
の
児
童
家
庭
行
政
を
一
体
的
に
行
う

た
め
、
両
局
を
統
合
し
て
「
雇
用
均

等
・
児
童
家
庭
局
」
を
設
置
し
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
家
庭
、
地
域
、
職
場
を

総
合
的
に
捉と

ら

え
た
少
子
化
対
策
を
推
進

し
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
一
体
的

に
支
援
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま

す
。

（6）
障
害
保
健
福
祉
部
、
老
健
局

障
害
保
健
福
祉
部
は
、
厚
生
省
の
大

臣
官
房
か
ら
厚
生
労
働
省
の
社
会
・
援

護
局
へ
移
管
さ
れ
ま
す
。
厚
生
省
の
老

人
保
健
福
祉
局
は
、
厚
生
労
働
省
の
老

健
局
に
改
称
さ
れ
ま
す
。

（7）
政
策
統
括
官

厚
生
労
働
省
で
は
省
全
体
の
総
合

的
・
基
本
的
な
政
策
の
企
画
立
案
や
各

局
の
政
策
の
調
整
な
ど
を
行
う
職
と
し

て
、
新
た
に
政
策
統
括
官
を
二
人
設
置

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
体
的
な
厚

生
労
働
行
政
に
関
す
る
政
策
の
企
画
立

案
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か
、

政
策
統
括
官
は
、
少
子
・
高
齢
社
会
へ

の
総
合
的
な
対
応
、
政
策
評
価
、
厚
生

労
働
白
書
の
刊
行
、労
働
経
済
の
分
析
、

労
働
団
体
に
係
る
連
絡
調
整
、
労
働

三
権
の
保
障
、
労
働
関
係
の
調
整
、
人

口
政
策
な
ど
も
担
当
し
ま
す
。

（8）
社
会
保
障
審
議
会
、
厚
生
科
学

審
議
会
、
労
働
政
策
審
議
会
の
設

置
等
、
審
議
会
の
整
理
合
理
化

厚
生
省
の
二
十
二
の
審
議
会
と
労
働

省
の
十
三
の
審
議
会
は
、
政
策
の
企
画

立
案
に
関
す
る
審
議
を
行
う
三
つ
の
基

本
的
政
策
型
審
議
会
と
法
令
に
基
づ
く

基
準
作
成
、
行
政
処
分
、
不
服
審
査
な

ど
に
関
す
る
審
議
を
行
う
八
つ
の
法
施

行
型
審
議
会
に
整
理
合
理
化
し
ま
す
。

前
者
は
「
社
会
保
障
審
議
会
」「
厚
生
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科
学
審
議
会
」「
労
働
政
策
審
議
会
」、

後
者
は
「
医
道
審
議
会
」「
薬
事
・
食

品
衛
生
審
議
会
」「
中
央
最
低
賃
金
審

議
会
」「
労
働
保
険
審
査
会
」「
中
央
社

会
保
険
医
療
協
議
会
」「
社
会
保
険
審

査
会
」「
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
」

「
援
護
審
査
会
」
で
す
。

（9）
地
方
厚
生
局
の
設
置
を
は
じ
め

と
す
る
地
方
支
分
部
局
の
再
編

厚
生
労
働
省
の
地
方
厚
生
局
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
単
位
で
の
地
方
支
分
部
局
の
総

合
化
を
図
る
た
め
、
厚
生
省
の
地
方
医

務
局
と
地
区
麻
薬
取
締
官
事
務
所
を
統

合
す
る
も
の
で
、
七
局
（
北
海
道
・
東

北
・
関
東
信
越
・
東
海
北
陸
・
近
畿
・
中

国
四
国
・
九
州
）
一
支
局
（
四
国
）
一

支
所
（
沖
縄
）
が
設
置
さ
れ
ま
す
。
地

方
厚
生
局
は
、
従
来
の
地
方
医
務
局
の

事
務
（
国
立
病
院
・
療
養
所
の
運
営
）
と

地
区
麻
薬
取
締
官
事
務
所
の
事
務
（
麻

薬
な
ど
の
取
締
り
）
に
加
え
、
厚
生
省

本
省
な
ど
の
実
施
事
務
の
一
部
を
移
管

し
、
医
療
監
視
、
薬
事
監
視
、
福
祉
監

査
、健
康
保
険
組
合
や
厚
生
年
金
基
金
、

国
民
年
金
基
金
な
ど
の
指
導
監
督
な
ど

を
行
い
ま
す
。
な
お
、
平
成
十
二
年
四

月
に
労
働
省
に
設
置
さ
れ
た
都
道
府
県

労
働
局
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の

地
方
支
分
部
局
と
し
て
引
き
続
き
設
置

さ
れ
ま
す
。

組
織
統
合
の
メ
リ
ッ
ト

厚
生
労
働
省
は
、
そ
の
任
務
に
か
ん

が
み
、
次
の
よ
う
な
方
針
に
よ
り
運

営
・
施
策
の
融
合
化
を
推
進
し
ま
す
。

①
高
齢
者
も
社
会
に
参
加
し
、
安
心
し

て
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
明
る
く
活
力
あ
る
高
齢
社
会
を

実
現
す
る
た
め
、
年
金
、
雇
用
対
策
、

生
き
が
い
対
策
を
合
わ
せ
た
施
策
を

展
開
し
ま
す
。

②
育
児
休
業
制
度
、
保
育
対
策
な
ど
、

家
庭
、
地
域
、
職
場
を
総
合
的
に
捉

え
た
少
子
化
対
策
を
推
進
し
、
仕
事

と
子
育
て
の
両
立
を
支
援
し
ま
す
。

③
障
害
者
等
の
生
活
支
援
と
就
業
支
援

を
一
体
的
に
行
う
拠
点
づ
く
り
を
推

進
し
、
障
害
者
福
祉
施
策
と
障
害
者

雇
用
施
策
を
一
体
的
に
推
進
し
ま

す
。

④
地
域
・
職
場
を
通
じ
た
生
涯
に
わ
た

る
健
康
と
安
全
の
確
保
の
た
め
の
施

策
を
一
体
的
に
推
進
し
ま
す
。

⑤
中
央
省
庁
等
改
革
基
本
法
（
平
成
十

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
十
五
条
第

八
号
に
お
い
て
は
、
労
働
福
祉
省

（
＝
厚
生
労
働
省
）
の
編
成
方
針
の
ひ

と
つ
と
し
て
、「
健
康
保
険
（
政
府

が
保
険
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
）、
厚

生
年
金
保
険
、
労
働
者
災
害
補
償
保

険
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
徴
収
事
務

の
一
元
化
を
図
る
こ
と
」
が
掲
げ
ら

れ
て
い
ま
す
。こ
れ
を
踏
ま
え
、社
会

保
険
料
・
労
働
保
険
料
に
係
る
徴
収

事
務
の
一
元
化
に
向
け
て
、
社
会
保

険
・
労
働
保
険
双
方
の
事
務
処
理
の

見
直
し
を
行
い
、
平
成
十
三
年
度
以

降
可
能
な
も
の
か
ら
逐
次
実
施
し
ま

す
。
併
せ
て
、
社
会
保
険
職
員
・
労
働

保
険
職
員
に
つ
い
て
相
互
の
制
度
に

関
す
る
教
育
研
修
を
推
進
し
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
徴
収
事
務
の
一
元

化
に
向
け
た
見
直
し
に
関
し
法
律
改

正
が
必
要
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
も

検
討
を
進
め
、
基
本
的
方
向
に
つ
い

て
結
論
を
得
た
上
、
社
会
保
険
・
労

働
保
険
の
制
度
改
正
に
合
わ
せ
て
、

可
能
な
も
の
か
ら
所
要
の
措
置
を
実

施
し
ま
す
。

今
後
の
課
題

今
後
、
少
子
・
高
齢
化
、
経
済
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
や
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
化

な
ど
の
技
術
革
新
の
進
展
に
伴
う
産
業

構
造
の
変
化
、就
業
意
識
の
変
化
な
ど
、

経
済
社
会
の
構
造
変
化
が
進
展
す
る
中

で
、
個
々
人
が
自
立
し
、
自
ら
の
能
力

を
発
揮
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
に

よ
り
、
活
力
あ
る
豊
か
な
社
会
の
実
現

を
目
指
す
と
と
も
に
、
人
の
誕
生
か
ら

就
労
・
退
職
後
ま
で
の
一
生
涯
に
わ
た

り
、
ま
た
、
家
庭
・
職
場
・
地
域
な
ど

あ
ら
ゆ
る
空
間
を
通
じ
、
疾
病
・
失

業
・
災
害
・
育
児
・
貧
困
・
障
害
・
高

齢
な
ど
社
会
的
支
援
を
必
要
と
す
る

様
々
な
事
態
に
対
応
し
、
人
々
の
生
活

を
全
般
的
に
保
障
し
、
向
上
さ
せ
る
こ

と
が
新
し
い
厚
生
労
働
省
に
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
厚
生
省
と
労
働
省
が

そ
れ
ぞ
れ
の
任
務
を
果
た
す
べ
く
、

個
々
に
施
策
を
展
開
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
す
が
、
今
後
は
、
こ
れ
ま
で
の
施
策

の
連
携
・
融
合
化
を
進
め
る
と
と
も

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
策
課
題
に
対
し
て

総
合
的
・
一
体
的
な
観
点
か
ら
政
策
を

企
画
し
、
お
互
い
の
持
つ
長
所
を
生
か

し
た
行
政
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
、

厚
生
労
働
省
に
託
さ
れ
た
課
題
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

（
厚
生
労
働
省
）

時の動き●2001.1


	60p
	61p
	62p
	63p

